
Osaka University

Title ワイマール初期の教員養成制度改革構想 : 統一的養成を
めぐる論争

Author(s) 榊原, 禎宏

Citation 大阪大学人間科学部紀要. 16 P.43-P.64

Issue Date 1990-03

Text Version publisher

URL http://doi.org/10.18910/8965

DOI 10.18910/8965

Rights



ワイマール初期の教員養成制度改革構想

一 統一的養成をめ ぐる論争 一

榊 原 禎 宏



ワイマール初期の教員養成制度改革構想 一統一 的養成をめ ぐる論争 一 45

ワイマール初期の教員養成制度改革構想

統一的養成をめ ぐる論争

1問 題 の 所 在

ドイ ッ連邦 共 和 国 に お い て は,1970年 に ドイ ッ教 育 審 議 会(DeutscherBildungsrat)勧

告 及 び学 術 審 議 会(Wissenschaftsrat)勧 告 が 出 され,そ れ らの 中 で,独 立 した 教 育 大 学

(EigenstandigePadagogischeHochschule)の 総 合 大 学(Universitat)へ の 統 合 案 が 明 ら

か に され た。 同 勧 告 以 降 こ の方 向 で統 合 は進 め られ,1987年 の 時点 で同 国家 を構成 す る11の

州 の うち,バ ー デ ン ・ヴ ュテ ンベ ル ク及 び シ ュ レス ヴ ィ ヒ ・ホ ル シ ュ タ イ ンの2州 を 除 く9

州 ま で が,こ の統 合 を実 現 す る に至 って い る1)。 また これ に伴 い,独 立 した 教 育 大 学 は 連 邦

全 体 で1975年 の19大 学 か ら1987年 の9大 学 へ と減 少 して い る2)。 この よ う に,政 策 動 向 と し

て は総 合 大学 へ の 教 育 大 学 の統 合 が 明 らか で あ るが,論 者 に お い て は必 ず しもそ うで は ない。

例 え ば,ベ ッカー(HellmutBecker)は,『 遅 れた教 員養 成』(verspateteLehrerausbildung)

に お い て,現 在 の統 合 が ドイ ッの150年 に及 ぶ歴 史 の 論 理 的 帰 結 で あ る と 述 べ,1848年 の ド

イ ッ三 月:革命 以 来 の,総 合 大 学 に お け るす べ て の 教 員 層 の養 成 とい う主 張 が っ い に現 実 の も

の と な った と,こ れ を 支 持 して い る3)。 これ に対 して キ ッテ ル(HelmuthKitte1)は,「 教 育

大 学 の過 去 と未 来 』(HerkunftundZukunftderPadagogischeHochschulen)の 中 で,教 員

養 成 に関 して は教 育 大 学 が 独 自 の意 味 を も って い る とい う見 解 を 示 し,現 在 の統 合動 向 に対

して は消 極 的 で あ る4)。

ま た,こ う した見 解 の違 い は,今 日新 た に生 ま れ た もの で は な い。 ドイ ツ に お い て 教 員 養

成 機 関 と して教 育 大学 を 設 置 す べ き か,あ る い は総 合 大 学 に お い て教 員 養成 を 行 うべ きか と

い う論 議 は,ワ イ マ ー ル初 期(1918年 一1923年 頃)に ま で遡 る こ とが で き る。1918年 の ワ イ

マ ー ル共 和 国成 立 に よ って 学 校 制 度 の全 面 的 検討 が 行 わ れ た と き,教 員 養成 制 度 問 題 は 大 き

な位 置 を 占 め て い た の で あ る。

こ う した現 在 の教 育 大 学 の総 合 大 学 へ の統 合 とい う流 れ の 意 味 を 明 らか にす る た め に,歴

史 的 な論 争 テ ーマ で あ る こ の論 議 を 時代 ご とに 確 認 して お くこ と は,極 め て 重 要 で あ る と言

え よ う。 と りわ け当 時 の論 議 は,第 一 次 世 界 大 戦 の終 結,共 和 国 の成 立 に よ って もた ら さ れ

た,す べ て の学 校 制 度 の問 い 直 しと い う動 き と もあ い ま って 全 面 的 に 展 開 さ れ た の で あ り,

公教 育 を 支 え る教 員 像 と そ の実 現 保 障 の 在 り方 と い う,教 員 養成 の 原 理 的 内 容 か ら出 発 す る

もの で あ った 点 で,注 目に値 す る。
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この時期の教員養成制度構想に関する先行研究 は,わ が国 において少なか らず見 ること

ができる。それらのほとんどは,ド イッ教員組合(DLV)の 主張 とシュプランガー(E.

Spranger)ら の主張,即 ち,総 合大学における教員養成 と教育大学における教員養成 という

主張の登場であったと結論づけるに留まっている5)。しか し,こ れは教員養成の在 り方 をめ

ぐって展開された歴史的論争の分析としては,未 だ不十分さを残 しているのではないだろう

か。つまり,両 者の主張の基盤 となる教員養成制度論がいかなるものであったのか,ま たそ

れ らがどのように絡み合ってそれぞれの主張 として展開されていったのかとい う,「論争」

そのものに焦点化する形では整理されていないのではないかということである。このことは,

当時の論議が国民学校教員(Volksschullehrer)の 在 り方を巡 ってもっぱ ら展開されたこと,

またシュプランガーらの教育大学構想がすべての教員層を対象にしたものではなかったこと

の意味が,従 来の研究において吟味されていないことに表れている。

しか しながら,当 時の教員養成改革が文化政策上の 「核的問題」 として位置づけられて い

た6)ことは,こ れまでの複線型学校制度から統一学校制度の志向という流れにおいて,教 員

養成が,統 一学校制度の実質的保障にとっての鍵的問題 として捉えられていたことを示 して

いる。 こうしたことか ら同論争の分析にあたっては,学 校制度全体 との関わ りにおいて教員

養成制度を問う視点が不可欠であり,と りわけ 「統一的養成」に関わる検討が必要となるの

である。

本稿では,以 上の問題意識 に基づいて諸見解を分析す る。即ち,当 時の学校制度改革を支

えた統一学校運動(Einheitsschulbewegung)と の関わりで,改 革構想の検討 を進 め,さ ら

に,こ れまで論及されていない,ワ イマール憲法の教員養成条項の提案者であるザクセ ン邦

文部大臣ザイフェル ト(H.R.Seyfer七)の 見解を明 らかにす る。本稿は,こ れ ら諸論の分

析を通 じて,「論争」の意味を一層明らかにしようとするものである。

豆 ワイマール初期の学校制度改:革

1918年11月3日 に起こったキール港での水兵の反乱は,ド イツ全土 に反戦 ・反帝という革

命の機運をもた らし,同10日 には権力を掌握 した全国労働者兵士協議会の第1回 大会が開催

された。 こうして成立 したワイマール共和国は,社 会民主党(SPD)の エーベル トらを中心

に新たな事態に対応 しようとしていた。

しか し,翌1919年1月 の国民議会選挙は,多 少な りとも社会主義的な色彩を もって現れた

共和国の成立数ヵ月後の結果 として,SPDに とってあまりに厳 しいものであった。SPDは

第一党 となったものの,総 議席数の4割 を占めることも出来ず,そ の一方でカ トリック政党
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の中央党,国 家主義的な国家人民党 と人民党の議席数 の合計 はSPDの それにほぽ匹敵 し

た。結局 ライヒ(Reich)内 閣はSPDだ けで組閣できず,SPDは 民主党(DDP)及 び中央

党(Zentrum)の 入閣を要請 し,い わゆるワイマール連合を構成するのである。 こうして成

立直後か ら政治的安定性を欠 き,政 治的潮流 として社会主義的政党,保 守的ない し国家主義

的政党と左右2つ に大 きく分かれていた共和国は,以 降 「ワイマールの妥協」を必然のもの

とした。

このような共和国のもとで進められた学校制度改革は,ワ イマール期以前からの課題であ

る統一学校の原則にしたがった学校制度の創設を軸に展開されようとしていた。国民学校教

員の多 くを組織 していたDLVは,統 一学校制度を含む教育要求を革命直後 に発表 し,統 一

学校制度実現を目指 していたSPDやDDPと 共に改革を進あようと していた。 ライ ヒ政府

も1919年 に内務省を設置 し,同 省内に文化局(Kultusabteilung)を 設 けるなど,精 力的に

改革に着手 したのであった。同局 の長には,DLVの 指導的立場 にあ ったSPDの シュルッ

(H.Schulz)が 就任 した。

すでに1848年 の3月 革命において,「幼稚園か ら総合大学までの統一学校制度の創設」 と

いう要求が国民学校教員から出され7),こ の要求はそれ以降 も脈々と引き継がれてきた。 そ

の過程で,統 一学校制度 は,共 通の基礎学校(Grundschule)を 通 じた教育の機会均等 と,

その後のコース変更の可能性を提供する全学校 システムを意味するものと,次 第に捉え られ

るようになって くるのである8)。こうした統一学校制度実現の要求は,ワ イマール初期 に最

も強く打ち出された。また,DLVと ほぼ同様の見解を持 っていたSPDやDDPが 政治的に

優位な位置にあったことから,そ れは大いに実現可能な状況にあった。

そ して,統 一学校制度の基盤 となる基礎学校がいかなるものになるべきかを明 らかにす る

ためにも,従 来の国民学校に対する評価が求められていた。それは,必 然的に国民学校教員

の在 り方を問 うことにっなが っていった。ここに国民学校教員を中心にした教員養成制度改

革は登場する。つまり,統 一学校制度の一翼 としての教員養成制度という把握が行われ,統

一学校制度を保障するためには,学 校を支える教員が統一的に養成 されなければな らない

ということが導出されたのであった。全 ドイッレベルでの統一学校制度を求めていたDLV

は,そ の基盤である国民学校教員を全 ドイッレベルで統一すると共に,他 の教員層 との統一

(einheitlicherLehrerstand)を 実現することによって,統 一学校制度の第一歩に しようとし

ていたのである。

しか し,こ れ ら統一学校制度を求ある運動は,全 体として曖昧であった。例えば,DLV内

で も基礎学校の就学年限にっいての意見は一致されていなかった9)し,従 来の私立学校(Pri-

vatschule)を どうするのかという商題について も,見 解が異なっていた。「子 どもを,家 庭



48

あるいは私立学校において教育するという国民の教育の自由は,基 本的には保 障されるが,

これ らはすべて国家の監督のもとに置かれ,公 立学校 と同 じ内容がそれぞれの場において実

現 されなければならない。」と主張 したテウス(J.Tews)に 対 して,「公立学校 による学校

独占(Schulmonopo1)は,統 一学校制度の基礎のみならず,そ め徹底でもある。」 と,ウ ェ

ストファーレンの代表者は私立学校の否定を表明 したのである10)。

このように統一学校運動の成果を象徴するライヒ憲法(ワ イマール憲法)の 規定,即 ち

「公立学校制度の有機的構成」(第146条 第1項)は 具体的レベルまで検討されていなかった。

同条項は他の 「教育条項」 と同様に曖昧な規定であったが,そ れも当時の統一学校制度創設

の中心的担い手であったDLVに よる規定の不十分 さ,ま たSPDを 中心としたライヒ政府 の'

主体的力量の不足とも無関係ではなかった。加零て,こ れらの政党を支えていた労働運動 に

おける分裂 も間接的に影響を及ぼした。 このように当時の一連の教育改革は,共 和国 そのも

のの不安定 さと関わって,そ の当初か ら大きな制約を受けていたのである。

皿 教員養成制度改革の歴史的背景

ワイマール期以前の教員養成制度 は,国 民学校教員を養成 していた師範学校(Lehrersemi-

nar)と ギムナジウム教員(Gymnasiallehrer)を 養成 していた総合大学 とに区別 された,

分離養成(Abseitsbildung)を 特徴としていた。師範学校は高等教育機関への進学を前提に

しない,い わゆる袋小路の中等教育機関になっていたのである。この分離養成は総合大学の師

範学校に対する優越を生み,師 範学校学生に対する 「知的貧困」(intellektuelleD廿rftigkeit)

あるいは 「精神的狭隆」(geistigeEnge)と いう悪罵はそのことを象徴 していた。学術的養

成(akademischeBildung)は,国 民学校教員には無関係な ものとされていたのである。

国民学校教員はその社会的出身階層の圧倒的多数が手工業者,商 入という 「中流階層」 で

あって11),大学教授,企 業家 といった 「上流階層」出身がその多くを占めたギムナジウムの

生徒12)とは全 く状況が異なっていた。また,国 民学校教員は被選挙権を持たず,学 校管理に

参加することも認められず,そ の他国民 としての基本的権利 の享受が十分できなかっだ3)。

さらに,国 民学校教員の給与は他の教員層に比べて著 しく低か った。プロイセン邦では1897

年3月3日 及び1909年5月26日 に 「公立国民学校教員の給与に関する法律」が定められ,あ

る程度の給与の上昇があったものの,そ の額はギムナジウム教員給与の半分以下であった14)。

こうした状況にあって国民学校教員は,教 員養成の改善によってより高い社会的評価を受

けることを求めていた。また,分 離養成を前提とした国民学校教員の養成 は,教 員養成 にお

ける 「学術性」の必要という歴史的要請からして,も はや適切でな く,そ の続行には大 きな
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問題があった。1872年10月 の 「一般規定」(AllgemeineBestimmung)以 来,国 民学校教員

の養成にっいても,教 育学の履修が義務づけられ,さ らに1910年 には,師 範学校の前段階 と

しての予備学校(Praparadenanstalt)が プロイセン邦で整備された。その他,教 授目標の

拡大や外国語履修の必修 も定め られていった。その一方で,予 備学校 や師範学校 の殆 どは,

小さな町に設置されていたため,こ れらの改革を行うには財政的に困難な状況にあった15)。

か くして共和国成立を目前にし,従 来の師範学校に代わる学術的養成 という課題に応える

新 しい制度の創設が求められてきた。 したがって当時の教員養成制度改革の中心課題は,国

民学校の教員養成制度に焦点化 されるものであった。

IV教 員養成制度の諸構想

以上のように,国 民学校教員をあぐる改革課題 は歴史的なものであった。そしてワイマー

ル共和国成立後 も,国 民学校教員をめぐる諸問題の解決の必要性が,統 一学校制度構想の検

討のなかで改めて明らかにされてきたのである。それは国民学校教員の職務 にふさわ しい学

術的養成とこれに伴 う社会的地位の改善であり,そ れを可能にする養成制度の改:革であった。

そのためには,国 民学校教員とギムナジウム教員,さ らに国民学校教員 と同様の養成の後,

特別のコースを通 じて養成 されていた中間学校教員(Mittelschullehrer)と いう分離された

養成のあり方16)が克服されなければならなかった。そこでDLVは,そ の内部で意見 の違 い

を持 ちなが らも,大 学(Hochschule)に おいて他の教員層 と共に国民学校教員のi養成を行 う

ことを求めていたのである。

こうしたDLVの 動 きも含めて,制 度改革をめぐる動向は展開されていた。 それは,ま ず

1919年2月 に審議が開始されたライヒ憲法草案をめぐってであり,次 に同憲法制定後,憲 法

の 「教育条項」を具体化するために開催された,1920年6月 の全国学校会議(Reichsschul-

konferenz)で あった。また,そ れらと平行 して発表された諸政党の政策,諸 教員団体の見

解,そ して総合大学関係者の見解が同改革を方向づけた。様々な見解が入 り乱れるなか,師

範学校に代わる新たな教員養成制度の構想は登場 したのである。従 ってそれぞれの構想 は,

教員養成に関わる当時の諸見解を代表するものであった。1920年 にDLVの 指導者プレッッェ

ル(C.L.A.Pretzel)は,教 員養成制度改革をめぐる論議を次のように整理 している。

今 日,教 員 養 成 制 度 改 革 を め ぐ って一 致 さ れ て い る こ と は,す べ て の学 校 の 教 員 と な る者

が,一 般 的教 育(allgemeineBildung)を 高 等 学 校(h6hereSchule)に お いて 受 け,職 業 的

教 育(beruflicheBildung)を 大 学 たお いて 受 け る とい う こ とで あ る。
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そ れ に対 して,意 見 が 異 な って い るの は次 の2点 で あ る。 そ れ は前 者 に っ いて は,新 し く

創 設 さ れ た特 別 の高 等 学 校 にお いて,国 民 学 校 教 員 の 養 成 を 専 属 的 に行 うか,あ る い は 他 の

学 校 種 の教 員 の養 成 も含 め て 行 うか で あ る。 ま た後 者 に っ い て は,す べ て の教 員 の 職 業 的 教

育 を現 存 の大 学 に お い て 行 う べ きか,そ れ と もい わ ゆ る教 育 ア カ デ ミー(Padagogische

Akademie)と い わ れ る教 員 養 成 の た め の特 別 の大 学 を創 設 す るの か と い うこ とで あ る'7)。

この問題整理は,当 時の教員養成制度構想の諸相を端的に示 している。当時の構想 は,す

べての教員の一般的教育を高等学校で行うことにっいて大 きく一致 していた一方,教 員の職

業的養成(beruflicheBildung)に ついての見解が異なっていた。それ らはまずいかなる機

関において国民学校教員の養成を行うのかということであり,次 に国民学校教員の養成 と他

の教員層のそれを区別するのか,あ るいは統一的に行うのかということであった。 これ らが

制度構想の中心的な相違点だったのである。以下,そ れぞれ制度構想を検討する。

(1)総 合大学における教員養成制度構想

1848年9月 のアイゼナッハにおける教員集会以来,全 ドイッ教員組合(ADLV)に よって

この構想の実現は求められていた18)。また1871年12月28日 にDLVが 創設されて以降は,DL

Vが 総合大学での国民学校教員養成の実現を求めてきた19)。

しか し,1902年 のDLV集 会では総合大学での教員養成について反対の論議があったよう

に鋤,す べてのDLV構 成員の間でこの要求が一致 していた訳 ではなか った。 しか し,指 導

的立場にあったヴォルフ(G.Wolff)や プレッツェル らは,国 民学校教員 の養成にふさわ

しい教育機関 として総合大学を考えていた。

この構想は,教 員養成の在 り方をまず統一学校制度との関わりで捉えていた。全国学校会

議においてムテジウス(C.Muthesius)は 述べている。

新たな教員養成に関する基本的規定としてのライヒ憲法第143条 第2項 における 「統一的」

という概念は,教 員養成がラント(Land)を 越えたライヒ全体でという意味のみな らず,特

定の教員層に限らないあ らゆる教員という意味でも統一的であるべきことを示 している。

つまり,統 一学校の思想は,す べての教員層の内的統一(innereVereinheitlichung)を 求

めているのである。よって,国 民学校教員の養成は従来の分離養成から解 き放たれて,高 等

教育機関の組織全体に位置づけられなければならない。国民学校教員の職務の本質から言 っ

て,そ の養成を制約する時代 は過 ぎ去 ったのである2')。
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プレッツェルも同様に,「統一的な学校制度は,同 等の養成が保障された統一的教員階層

を求めている」22)として教員養成制度のライヒレベルでの統一を要求 していた。そして次の

ように述べている。

すべての教員を総合大学で養成することに反対の意見 として,次 の2点 が挙げ られ るだ ろ

う。それは第一に学生数が余りに多 くなるため就学年限を短縮 しなければな らず,大 部分の

教員の養成を学術的雰囲気の中で行えないということ,第 二に純粋に空間的問題か ら,総 合

大学は大量の学生を受け入れられないということである。

しか し,私 はこれ らに反論することができる。即 ち,総 合大学での教員養成の本質は学術

的ということである。巷でいわれる2年 間の養成では不十分である。また,総 合大学の学生

数超過の危険は避けることが可能である。それは総合大学以外の大学 において,専 門学校教

員(Fachschullehrer)の 養成を行うことによってである。専門学校教員の養成 は工科大学,

芸術大学及び商科大学で行 うことができる鋤。

また,DDP党 員 で あ った ヴ ォ ル フ も,総 合 大 学 にお け る す べ て の 教 員 の養 成 を 基 本 と し

っ っ,以 下 の よ うに 述 べ て い る。

総合大学は,教 育実践のための学問的基礎を学ぶ上で適 した場所として,基 本的な内容を

修めることが求められている。 しか し,実 践的側面は総合大学でいかに保障すればよいのか。

これは,総 合大学の教育学ゼ ミナール(padagogischesSeminarderUniversitat)以 外には

ありえない。それは多 くの実習学校(1ラbungsschule)を 有 し,学 生たちはそ こで実習生 に

なる。実習学校では理論的 ・実践的に優れた教員が,実 習生の指導を行う。そこでは教育学

の講義 も定期的に行われるものとする。

すべての教員が総合大学で養成されることを私は求める。 しかし,こ の主張に反対する意

見があるだろう。総合大学においてすべての学校種の教員養成を行 うためには,場所,ス タッ

フ,実 習学校,そ して何よりもそのための財源が必要だか らだ。

まず,多 くの学生を総合大学が受け入れるためには,総 合大学 の拡張を行 うべきである。

しか し,現 在の総合大学と工科大学だけでは不十分であり,こ れらに加えて新 たに総合大学

および工科大学を早期に創設 しなければな らない。これにはおよそ500に のぼ る現在の師範

学校の経費を充当することができる。 また,総 合大学の創立反対を意味する教育アカデ ミー

創設の準備については,断 固として反対す る%)。
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こうしてヴォルフは,実 践的な教員養成が実習学校の設置によって保障で きると述べてい

た。以上のような構想を主張 した彼 らは,何 よりも総合大学における国民学校教員の養成 の

在 り方を,従 来,一 部の者に限 られていたアカデ ミカー(Akademiker)と い う資格が国民

学校教員にも与え られるように改革 しようとしていた。そ して,「総合大学においてのみが

他の大学 と違って学問の自由を得ることができる。」25)というヴォルフの言葉 は,国 民学校

教員の 「学問の自由」(akademischeFreiheit)を 求ある強さを表 していた。 ワイマール期

以前,師 範学校の寄宿舎に象徴 されるような,厳 しい監視の もとに置かれ宗教教授を中心 と

した教化的色彩の強い養成教育を受けていた国民学校教員にとって,そ れは大きな意味をもっ

ていた。「学問の自由」は,「国民学校教員の養成を自主的に行 うことができる」26)ことと捉9

えられており,そ れ故に彼 らは,「すべての教員の養成を総合大学で行うことを要求する」2の

と主張 したのである。

さらに同構想は,こ れまでの宗派 ごとの国民学校教員の養成を廃止する上で大きな意味 を

持っていた。なぜならギムナジウムをはじめとする高等学校 は伝統的に宗派混合(simultan)

であり,ま た総合大学では基本的に宗教教授が行われていなかったからである。

ライヒ憲法草案の審議において中央党のラインレンダー(Rheinlander)が,広 範なカ ト

リック教員組合の意向を代表 して,将 来的に宗派学校において適切な宗派的養成の行われる

ことを希望 していると強調 し,こ れに対 してDDPの ザイフェル トが,「 その ことは,こ の草

案に含まれていない。その問題は,こ こで論 じられるべきではない。」鴉)と反論 したこと,さ

.らに7月18日 に再びラインレンダーが,ラ イヒ議会において 「(教員養成条項の)規 定 にこ

れからの教員養成が適切な宗教教育を通 じて行われるということが加え られていたな らば,

より実 りあるものとなったであろう。我々は,邦 レベルの法律にこの方針が採用され ること

を期待 している。」鎗)と発言 した経緯は,教 員養成における宗派性問題 の重要 さを示 して い

た。

また,プ ロイセン邦議会での審議において1921年1月13日 にSPDが 提案 した,教 員養成

にあたっての宗派混合を意味する 「各宗派に同等 の基礎」(pari悟tischeGrundlage)の 明

文化に関して翌14日 に採決が図 られようとしたとき,中 央党 と国家人民党が議会を退場す る

という行動に出たこと30)にも見 られるように,と りわけ中央党にとって宗派別 の教員養成が

いかに重要かが明瞭であった。

さらに,こ の構想は統一学校制度創設に尽力 していたSPD及 びDDPの 教育政策と基本的

に一致していた。SPDは,既 に1906年 の党大会で 「高度な指導上 の能力を獲得 させ る上で

の教員の経済的 ・社会的地位の向上」 と 「公立の国民学校のすべての教員の大学における養

成」を要求として掲げており31),シュルッの著者 「社会民主党の学校改革』で は,「総合大
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学における国民学校教員の養成」が明記されていた謝。また,DDPに おいても1919年12月

の党大会で国民学校教員の総合大学での養成に異論を唱えた意見に対 して多くの反論が出さ

れ,そ の中でバウマー(G.Baumer)は 総合大学に教育学部(PadagogischeFakultat)の

創設を要求 したのである。さらに1921年11月 の党大会においても,ヴ ォルフがすべての教員

の大学 レベルでの養成を提案 していた詔)。

当時の総合大学が国民学校教員の養成を行 う上で問題のあったことは,こ の構想を主張す

る立場においても理解されていた。それ故にプレッツェルは,こ れまでの高等学校教員の養

成をしてきた哲学部の代わ りに,新 たな教育科学部門(erziehungswissenschaftlicheAbtei-

lung)を 現存の総合大学に創設することを提起 したのである。 この提案は,総 合大学 におけ

る学術的養成 と実践的養成 という2つ の課題を共に実現 しようとするものであった。

以上のように国民学校教員は,自 らの社会的評価を高め,具 体的には給与の大幅な上昇を

伴 うのに必要な制度的保障を求めていた。そのためにも総合大学における養成 こそが最 も適

切であると考え,従 来の師範学校にはなかった 「学問の自由」の保障される,ま た宗教教授

の行なわれない機関として総合大学を捉えていた。 これは,国 民学校教員の職務が 「その本

質において,学 術的に養成された教員による,自 由で精神的な行為その ものである」糾)とい

う1912年 のDLV代 表者会議における規定から導かれるものであった。

② 教育大学における教員養成制度構想

先の構想 とは異なり,こ の構想は国民学校教員の職務の特殊性を前提と していた。 また,

この見解は高等学校教員及 び大学教員に多 く見 られ,教 員層ごとの利害関係をも反映 してい

たのである。1920年6月 に開かれた全国学校会議でもこの見解 は明らかであった。

国民学校教員については,そ の職業的養成を教育アカデ ミーにおいて行い,高 等学校教員

は総合大学あるいは工科大学で養成され るものとする。教育アカデミーでは,2年 間の理論

的養成と1年 間の実践的養成を行 う.。それは総合大学 とは別にその目的にかなうよう設立さ

れるものとする。総合大学 においては,教 育アカデミーが担 う課題を実現することができな

い。総合大学では最低4年 間の専門的 ・体系的な研究を行 うのであって,教 育学的あるいは

教授上の養成を引き受 けることは殆どで きないのである。 よって国民学校教員の養成 には,

特別のコースが整備されなければな らない。 これは,国 民学校の教科に対応 したふさわ しい

ものとする。 これにあたっては,学 生 自らによる幅広い選択の機会が提供されなければな ら

ない。

これに対 して,高 等学校教員の養成には2つ ないし3つ の専門領域 とその他,哲 学 と教育
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学の基礎的内容が修められなければな らない。国民学校教員 と高等学校教員とは理論的かっ

実践的に養成内容が異なっている。それぞれの学校種の教員は,そ の学校段階 ごとの課題 に

ふさわ しく養成されることが何よりも必要 とされているのである。(ル イス)(G.Louis)誌)

個性豊かな,確 固とした教育者という教職の共通性 は,一 方で養成過程の統一化(Verein-

heitlichungderBildungswege)の 意義を明らかにしている。 しか し他方,そ れぞれの学校

段階に応 じた目標設定がなされているのと同様に,子 どもの成長段階のさまざまな要求 は,

教員がそれにふさわ しい教授上の高い能力をもつことを必要としているのである。 したがっ1

て,教 員の一般的教育,専 門的教育,あ るいは芸術的 ・技術的教育は,個 々の条件に応 じて

行わなければならない。

国民学校教員の養成については,従 来の師範学校のような一般的教育と専門的教育 の混在

した教育を廃止 し,一 般的教育を高等学校において行い,専 門的教育を2年 間か ら3年 間に

およぶ理論的かっ実践的な性格をもった教育大学を通 じて実施する。教育大学では国民学校

教員の職務を考慮 した課程編成がなされ,実 習学校が統一的に付設され,そ れと同時 に専門

領域への入門としての教育,あ るいは深い技術的 ・芸術的教育が,教 員志望学生の能力 と適

性に応 じて提供されるものでなければならない。(プ フェニングス)(A.Pfennings)36)

さらにシュプランガーは,プ レッツェルらの主張する総合大学での国民学校教員の養成が

いかに非現実的なものかを述べている。

量的な問題として,総 合大学への国民学校教員志望学生の受け入れは不可能である。 プロ

イセ ン邦では1924年 に国民学校に通 う子 どもの数が500万 人となる。教員一人当 りに50人 の

子どもと計算 して も,10万 人の教員が必要になるのである。すると,そ の年には5000人 の教

員を新たに採用 しなければならない。5000人 を現在の12の 総合大学に振 り分 け,そ こで3年

間の養成を行 うとすると,一 大学につき1250人 の新たな学生を受け入れることになる。 それ

は今日の学生数を大 きく上回り,あ る大学では倍増する。 このことによって,す べての学生

が演習に三かできなくなるような事態も招 くのである訂)。

以 上 の よ うに,こ の構 想 認)は,い ず れ も国 民 学 校 教 員 を 他 の 教 員,と りわ け 高 等 学 校 教

員 と区 別 して捉 え,そ の養 成 を大 学 レベ ル で あ りな が ら総 合 大 学 と は 異 な っ た 特 別 な 大 学

(Sonderhochschule)に お い て行 うべ き こ とを主 張 して いた 。 ま た,国 民 学 校 教 員 の 養 成 を
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総合大学で行 うには量的な問題があることを示す ことで,総 合大学での養成を主張する見解

を批判 していた点で も,こ の提案は特徴的であった。

また,シ ュプランガーは1919年 に著 した 『教員養成に関する諸考察』舘)において教育大学

論を展開 しているが,そ の中において 「私』はむつか しい宗教問題(schwierigeReligionsfrage)

にっいては無視 している。教育大学の基本構想としてこの問題 は含 まれていない。」40)と述

べている。これは,中 央党などが固執 していた宗派性保持のための総合大学への教員養成 の

移行に躊躇する見解とシュプランガーのそれとは区別されるべきことを示 している。こうし

た教育大学構想は,国 民学校教員になるべき学生をのみ対象とした点で,総 合大学構想 と異

なっていた。 これは,国 民学校教員を高等学校教員 とは明確に区別 して捉えていたためであ

る。国民教育の基礎を担 う国民学校教員 は,そ の職務上求め られる実践的性格か らして,高

等学校教員とは異なった養成でなければな らないと観念されていたのである。

同時にこの構想は,教 員層間の格差を生んでいた分離養成を廃止 しない点で,高 等学校教

員の特権を守る主張 として,さ らにアカデ ミカーの質的低下を懸念 した総合大学の保守性 を

示す主張として位置づけることがで きる。事実,高 等学校教員連盟(Philologenverband)

は,従 来の自らの特権と高額な給与を奪い取 る統一的教員層を志向 していた統一学校制度 に

反対 していた41)。また,ゲ ッチンゲン大学を中心にまとめられた 『国民学校教員の養成に関

する総合的所見』42)では,総 合大学における国民学校教員 ・中間学校教員の継続教育を承認

した1919年9月19日 のプロイセン邦布告にっいて,「単に師範学校 において しか教育を受 け

ていない国民学校教員が総合大学において学ぶことのできるようにし,彼 らに邦 ごとの規定

に従って学術的な試験を受けさせることは,十 分た教育 されていないにもかかわ らず アカデ

ミカーを称する者の大変な増加を引き起 こす。大学連盟は,こ のことがアカデ ミカーを養成

する学部の権利への侵害であると認める。」と決議 したことが示されているのである。

③H.R.ザ イフェル トの教員養成制度構想

以上のように,当 時は大きくふたっの構想が出されていた。この論争のなかにザイフェル

トの主張 も位置づけることができる。 ここでは彼の主張の検討によって問題の焦点をより明

確に示す。彼は戦前,国 民学校教員及び師範学校教員を歴任 し,1909年 から1919年 まで師範

学校の校長を務めた43)。ザイフェル トは,既 に1905年 に 『教員養成の改革に関する提案』を

著 している。

そ こで彼は,「高度な養成を必要 とされる職業 と同様に,国 民学校教員 の養成を行 うこと

が必要であり」,そのためには大学 レベルとしての2年 間の教育 アカデ ミーにおける養成が

必要であると述べていた。⑳ 「教育アカデ ミーは,す べての学校種の教員候補生 に教育学 を
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基礎においた養成教育を提供すべき所である。学生は,学 問の自由を享受する。」 また,「 教

育アカデ ミーの教育課程はすべての学科が教育学の時間を含むように編成される。そこで1ま,

学科編成が自由に行われる共に,学 生による自由な教科選択が確保 されなければならない。」45)

と自らの見解を示 した。

このように彼は,教 育学を中心 に据えた教育アカデ ミーの創設により,す べての教員層の

職業的養成を行 うべきであると主張 していた。そ して,理 論的養成 と実践的養成は統一 して

なされるべきであり,教 育実践は代表的な教育学原論をふまえたものでなければならないこ

とを示 していたのである46)。

しか し,こ の教育アカデ ミーにおける教員養成制度構想は,全 国学校会議において改め ら

れることになる。同会議の第4日 目にザイフェル トは,第9分 科会において論議に参加 して

いた。以下の発言は当時のザイフェル トが国民学校教員の養成にっいていかなる見解をもっ

ていたかを明確に示 している。彼は述べ る。

私は大臣として,ま た教育の専門家として発言をしたいと思います。16年 前に私は教育 ア

カデ ミーの創設を主張 しました。 しかしこの間,師 範学校教員や師範学校長を務あ,教 員養

成に関わって くる中で,私 は分離 された教員大学(gesondereteLehrerhochschule)が,国

民学校教員の養成に適切ではないということを確信するようになったのです。

国民学校教員と師範学校教員の努力は,憲 法規定に実を結びました。同規定は当初 の,師

範学校教員による統一的養成という形式的な提案 に,私 の提案が加わることによって実質的

な内容を持っようになったのです。最初の提案はただ教員養成の統一性を求めたのみで した

が,私 の意見によって,教 員養成は高等教育 に一般に適用される原則に従 って行われるべき

だということが定められたのです。 この条項 は,国 民議会で一致 した数少ない憲法規定のひ

とっであり,私 はこれを特別 に重要な条項として強調 したいのです。この規定を私は,他 の

教員層に国民学校教員を近づけるための強い意思を込めて主張 しました。

しか し,悲 劇的な矛盾は先ほどのシュプランガー教授の発言であります。氏は理念 として

は偉大な素晴 らしいことを教員養成 について述べておられるにもかかわらず,総 合大学教授

という氏の立場か ら,国 民学校教員の養成を総合大学で行なうことにっいては,適 切 でない

とされたのです。氏の学問的良心 は学生の人数上の問題を持ち出すに至っていますが,そ う

した費用や場所の問題は解決可能なものです。大量の学生から学問は守 られねばなりません

が,現 在の大学人のみが学問をするにふさわしく,ま た彼 らが適格者のすべてであるという

ことがどうして言えましょうか47)。
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また,同 年ザイフェル トは,「教育アカデ ミー」という題名で掲載された1905年 の論文の

一部(抜 粋)に っいて
,次 のような注釈を加えている。

「15年前に私が著 したものについては,当 然なが ら多 くの古 くさくなった部分がある。今

日,私 は教育 アカデミーを何よりも移行形態(Ubergangsform)と してのみ理解 している。

そのようなものとして教育 アカデ ミーは,目 的にかなっている。」妃)

以上のザイフェル トの諸論から,彼 がかっての提案をいかに変更 したのか,ま たいかなる

機関を想定 して1919年6月 に憲法規定の提案をしたのか,が 示 され うる。 ワイマール初期,

彼はあくまで も総合大学におけるすべての教員層の養成実現を目標に しなが ら,当 時の総合

大学が教員の実践的側面の保障を即座にはなしえないと判断し,そ れへの移行形態 として教

育アカデミーを位置づけていたのである。当時の彼にとって,教 育アカデ ミーが教員養成 に

もっとも適切な機関であるとは考えられていなかった。教員養成には総合大学がふさわしく,

そこでのすべての教員層の統一的養成こそが重要だと1考えられていたのである。さらに彼が

「移行形態」 と捉えた教育アカデ ミーは,将 来の総合大学において実現 されるであろう 「学

問の自由」と 「統一的養成」の保障されるものと構想されていた。

以上のようにザイフェル トは,統 一的学校制度の保障としての統一的教員養成を,教 育学

を核 とするすべての教員の職業的養成によって実現 しようとしていた。したがって彼は,シ ュ

プランガーの主張が教員養成における学術性 に言及 したことを評価 しながらも,そ れがすべ

ての教員層の統一的養成制度を導 き出さなかった点を批判 したのであった。

V教 員養成制度改革をめぐる動向

以上大 きく2っ の制度構想が提示 される一方,ラ イヒレベルでの制度改革は激 しく揺れ動

いていた。立場ごとの見解の相違から新たな形態は未確定のまま,た だ高等教育機関 として

の国民学校教員養成制度の創設 という方向で改革は進められていたが,同 改革に伴って見積

られる教員給与上昇による財政的困難が大きく立 ちふさがっていた。'っまり,「教員の給与

額を決めるうえでの最 も重要な基準 として,職 務の重要性の他 に,そ の職務への養成の在 り

方が関わっていた。即ち,教 員養成のアカデ ミック化は教員給与の改善を必然の ものとした

のである。」49)

しかし,敗 戦によって空前の賠償金を抱えていた当時のドイツは,極 度の財政的困難に直面 し

ていた。1920年11月26日,ラ イヒ議会においてDDP議 員のヴァイスとSPD議 員のヘルマンは,

いっ教員養成 に関する法案が提出されるのかを質問する。これに対 してシュルッは,内 務省

としては法案の緊急性を認識 しているが,そ の前に財政的問題が検討されなければならない,
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と説明 している5D)。また翌年4月13日 には,内 務大臣のコッホが,大 蔵大臣ヴィル ト(首 相

と兼任)に 教員養成改革に伴 う経費をライヒが負担すべきであるという演説をしている5')。

財政的保障の問題に論議が集中するなかで同5月 にライヒ首相を議長 とす る専門委員会は,

教員養成機関創設の準備を延期することを決定する52)。そして,9月12日 には閣議 において

同改革 に伴う費用をライヒが負担 しないことを決めるのである53)。

ライヒレベルでの統一的教員養成制度改革の必要性は内務省に十分認あられており,ま た

それを支持するDDPやSPDの 議員が少なからずいた。 しか しこれ らのことにもかかわ ら

ず,こ の方向での改革に反対する勢力は,従 来の特権的待遇を失 うことを恐れ,そ うした立

場が内務大臣を除 くライヒ内閣のメンバーに影響を与えていた ことが,ラ イヒ総理府の記録

から明らかである騒)。

1922年 に入り改革を求める声は一層大 きくなった。10月 にはDDP議 員が,ラ イ ヒ政府 は

教員養成改革をやるつ もりがあるのかと議会で質問に立った55)。こうしてっ いに12月8日,

教員養成法案をライヒ内務省は再度内閣に提出する。そしてその裁可を要請 したのである56)。

内務大臣の手によって提案され,ラ イヒ参議院およびライヒ議会の賛成を得て内閣 に提出

された同法案は,教 員志願者の高等教育機関への就学を義務づけると共に,そ れに対応す る

組織の改組を1924年 迄に行 うことを示 していた57)。しか し,「経費問題は,直 接的経費 と間接

的経費が区別されるべきである。即ち,教 員養成機関施設の設立 によって生 じる直接的経費

は,邦 が負 うものとする。 また,制 度改革の実施に伴って給与面で生 じる間接的経費 は,ラ

イヒが負うものとする」⑧ としていたことは,内 閣にとって承諾できるものではなかった。

財政的困難を理由にその見解を譲 らなかった大蔵大臣の発議に基づいて,内 閣は12月14日

同法案を審議の対象か らはずすことを決定する59)。DLVは,'同22日 に最:後の請願 をライ ヒ

首相に行ったが成果を挙げられなかった。そ して翌1923年1月12日 に至 って内閣は同法案の

審議を断念 したのである60)。

具体的な財源が示されえず,ま たその財源保障のたあに尽力する立場をとっていなか った

ライヒ内閣の最終決定によって,国 民学校教員養成改革 は挫折する。 クーノ(W.Kuno)内

閣の最終決定の後 もDLVは 議会や内務省に対 して同決定を撤回させ るよう働 きかけを行 っ

たが,功 を奏 しなかった。新たな教員養成制度及びこれに連なる統一学校制度を実現 しよ う

という主体的力量は,限 界を持っていたのである。

こうしてワイマール初期に見られた国民学校教員養成改革の機運は衰退 し,こ れ以降それ

ぞれの邦 レベルにおいて独 自の改革が模索されることになる61)。ワイマール期に統一的教員

養成制度がライヒレベルで実現されることはなかった。全国規模での教員養成制度の創設に

向けての動きは,第 二次大戦の終幕を迎えてから再び見られることになるのである。
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VIま と め

ワイマール初期の学校制度改革の中で登場 した教員養成制度構想 は,統 一学校制度 と教員

養成制度との連関をどのように捉えるかによって,そ の主張を異にしていた。

統一学校制度の一環としての教員養成制度という把握を行 った諸論 は,統 一学校制度を保

障するためには,そ れを担 う教員が統一的に養成 されなければならないと考えていた。そ し

て統一的な教員養成の実現によって,長 年の課題であった国民学校教員の養成の学術化を図

り,併 せて国民学校教員の地位向上を意図 していた。 またこのことは,教 員養成 における宗

派性の打破をも意味 していた。統一的な教員養成を担 う機関には,「学問の自由」の保障さ

れていた総合大学がふさわしいと考え られたのである。 これは,国 民教育の担い手であった

教員の養成において従来保障されていなかったものであり,既 に国民学校教員が自らの職務

を 「自由で精神的な行為そのもの」 と規定 したことか ら言って大 きな意味をもっていた。

一方,国 民学校教員の職務がとりわけ高等学校教員のそれとは異なっていると理解 した諸

論においては,国 民学校教員の実践的性格が強調された。実践的性格 を保障するためには,

総合大学 とは異なる教育大学が適切 と考えられたのである。学術的な教員養成の必要にっい

て,ま た教員養成機関における 「学問の自由」の必要にっいては,こ の立場にお いても重視

されていたが,統 一的教員階層の視点 は明確ではなか った。また同構想 は,当 時の総合大学

が国民学校教員の養成 に応えうるものでないという評価に基づいていた。

こうした2っ の構想の論点は,か つて教育 アカデ ミーの主張を行い,後 にこれを修正 した

ザイフェル トの諸論を見ることで一層明 らかとなる。彼は一貫 して学術的な教員養成を求め

ていたが,そ の見解は,長 年の教員経験を通 じて,教 育アカデ・ミーでの養成で はない総合大

学における統一的な養成によってこそ学術的養成が実質的なものとなること,「分離された

教員大学」での養成 には問題があることを認識するようにと変化 して きた。彼の変化 は,当

時の学問的中心 と見なされていた総合大学での統一的な教員養成への志向 として捉えられる

のである。

さらに同改革:をめ ぐる動向は,養 成の在り方に対応 した待遇を受 けていた当時の給与 シス

テムのもとで,教 員層 ごとの利害関係か ら規定されるものでもあった。DLVが,総 合大学

と同等の教育機関であっても教育アカデ ミーないし教育大学における国民学校教員だけを対

象 とした構想を拒み,総 合大学に固執したのは,特 別な教育機関で養成されることによ って

他の教員層 との格差がな くならないことを懸念 したものと言える。それ故にこれを主張する

論者は,微 妙な見解の違いはあったものの,い ずれも国民学校教員の養成 に限定 しない,す

べての教員養成を同 じ高等教育機関で行 うべきと考えていたのである。 この点はシュプラン
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ガーらが国民学校教員のみを対象に教育大学を考えていた点と対照的であった。

ザイフェル トの教員養成論は,資 料上の制約もあって未だ十分 に明 らかにされていない。

ワイマール期において少なか らぬ位置をもっていたと考えられる彼が,新 しい教員像をいか

に描いていたのか,当 時の教員養成制度改革を全体として捉えるためにもこの点に関わるよ

り詳細な検討が次の課題となる。
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53)a.a.O,,S.94.

54)R.BOIling,VolksschullehrerundPolitik:,S.176.

55)C.FUhr,a.a.O.,S.175.

56)a.a..0,,S.165.

57)a.a.○.,S.165-166.
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58)a.a.O.,S.168.

59)R.B611ing,VolksschullehrerundPolitik,S.176.

60)M.Heinemann(Hrsg.),Sozia!isationundBildurlgsweseninderWeimarerRepublik,

ErrlstKlettVer!ag,1976,S.272.

61)ワ イマ ール期 に お ける各 邦 で の教 員 養 成 は,① 国 民学 校 終 了 後,師 範 学 校(Bayem,WUrttemberg

邦),②5年 制 教 員 養 成 施 設 と して の ゼ ミナ ー ル 終 了 後,2年 問 の教 育 イ ンス テ ィ テ ユ ー ト(P組a-

gogischeInstitut)(1925年 の 時 点 で のMecklenburg-Schwerin邦),③ ア ビ トゥ ア取 得 後,2年

間 の教 育 イ ン ス テ ィ テ ユ ー ト(1927年 の 時点 で のMecklenburg-Schwerin邦),④ ア ビ ト ゥア取 得

後(あ るい は,1年 間 の就 学 前 教 育 に接 続 した初 等教 育 修 了 後),教 育 ア カ デ ミー(Baden邦),⑤

ア ビ トゥ ア取 得 後(あ る い は,ド イ ッ高 等 学 校(deutschenOberschule)も し く は,上 構 学 校

(Au-fbauschule)に お け る2種 類 の外 国語 の履 修 後),2年 間 の教 育 ア カ デ ミー(Preuβen邦),

⑥ ア ビ トゥァ取 得後,総 合 大 学 に お け る5ゼ メ ス ター の 教 育 学 の研 究 ・学 習(Hessen邦),⑦ ア ビ

トゥア取 得後,総 合 大 学 に お け る6ゼ メ ス タ ー の 教 育 学 の 研 究 ・学 習(Sachsen,Thuringen,

Hamburg,Brauns面weig邦),と 多 岐 に わ た って い た 。P.Lundgreen,Sozialgeschichteder

deutschenSchuleimUberblickTei1皿1918-1980,Vandenhoeck&Ruprecht,1981,S.20.
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REFORMPLANSOFINSTITUTIONFORTEACHEREDUCATION

INTHEEARLYYEARSOFWEIMARERA

ADEBATEONUNIFIEDTEACHEREDUCATION

YoshihiroSAKAKIBARA

NowtheintegrationofPadagogischeHochschule(collegeofeducation)intoUniversit齪t

(u耳iversity)inWestGermanyhasbeenmakingprogress.Buttheintegrationisnotnecessa-

ryaclearconclusionofteachereducationtheory.Thereisnodefinateanswerwhatkindof

institutiQnisappropriateforteachereducation.Ifindthatthisproblemextendsoveralong'

periodoftimeandthereweresomeofthemostimportantproposalsofteachereducation

intheeraoftheWeimar.SoIanalyzedwhatthebackgr6undsofthesereformplanswere,

whatkindoftheoriesofteachereducat.iontherewereinthelightofdisputepointofthese

proposals.R.H。Seyfert'sopinionwasinvestigatedtoclarifythemeaningoftheseplans.

Twotypeinstitutionsforteachereducationproposedduringthereformperiodwereas
.fo-

llOWS.

(1)universiもyforallkindsofteachers

(2)PadagogischeAkademie(pedagogicalacademy)orcollegeofeducationforonlyVolks-

schullehrer(primaryschoolteacher)

Thedifferencebetweentheinstitutionalideascamefromthepositionforthecommonsch-

oolsystem.Thosewhounderstoodtheinstitutionofteachereducationasapartoftheco-

mmonschoolsystemmaintainedthatallteachereducationshouldsetinuniversityunified.

Bytherealizationofthissystem,moreacademicteachereducationandhigherstandofpri-

maryschoolteacherwereaimed.Thisalsomeanttheabolishofsecretarianteachereduca-

tion。

Thosewhoassertedonpracticalcharacterinprimaryschoolteacherunderstoodthat

collgeofeducationdifferentfromuniversitywassuitableforprimaryschoolteacher.The

necessityofacademicteachereducationand"academicfreedoln"intheinstitutionwerealso

takenimportantinthesideofthisplan.Buttheviewoftheunifiedteacherclasswas

notobvious.Thisplanwasbasedもhatuniversitywasnotsuitableforprimaryschooltea-

chereducation.

Thedisputepointbetween七hemismoreclarifiedbytheopinionofH.R.Seyfertwho

assertedpedagogicalacademybefore,1ateramendedit.Heconsistentlymaintainedacade-

micteachereducation,hisQpinionwasmodifiedfrompedagogicalacademyintouniversity,

"Separateteachereducation"wasahindrancetoguaranteeacademicteachereducationfor

him.Hischangeisvaluedasthewillingtounifiedteachereducationinuniversitywhich

wasthenunderstoodasthecenterofscience.

DeutscheLehrerverein(Germanteacherassociation)firmlymaintainedonrealizatinof

allkindsofteachereducationinuniversity.Theinfluenceofthemwasstrong.But,inadditon

toshortageofrevenue,undertheconservativeunioncabinet,noplanswerecometrue.

ThesereformideaswereinvestigatedineachstateduringtheWeimarera.


